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接骨院等※の正しいご利用正しいご利用を
お願いします

（答えはこのページの下に）

クイズ答え  B ：使えない

突然ですが、接骨院等のかかり方について、クイズです!
佐藤さんは、
ヘルニアで腰痛があり整形外科で治療中です。

仕事などの筋肉の疲れによる痛みを減らすために、
近所の接骨院等で施術を受けました。

このとき、佐藤さんが接骨院等で受けた施術に対して健康保険は使えるでしょうか?

※整骨院、ほねつぎともいいます。

A ：使える B ：使えない

健康保険が使える場合使える場合
外傷性が明らかな負傷で、慢性に至っ
ていないものに限られます。

※�骨折・脱臼については医師の同意が必要です
（応急処置を除く）。

健康保険が使えない場合使えない場合  自費になります
×単なる肩こり、筋肉疲労など
×保険医療機関（病院、診療所など）で同じ負傷等を治療中のとき
×慰安目的のマッサージ
×�病気（神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど）から
くる痛み・こり

×脳疾患後遺症などの慢性病
×過去の交通事故等による後遺症
×症状の改善がみられない長期にわたる施術
×仕事中や通勤途上に起きた負傷（労災保険の対象）など

医療費の適正
化にご協力を!

「療養費支給申請書」はよく確認して記名を！

　保険適用となる施術を受けた場合、柔道整復師が患者に
代わって保険請求を行うことがあります。その場合、「療養
費支給申請書」に患者が記名する必要があります。きちん
と負傷原因や日数、金額などを確認して自筆で記名してく
ださい。

その他の注意点 1 その他の注意点 2
必ず領収書を受け取って保管を！

　保険適用となる施術を受けた場合、領収書を必ず受け取
り、保管してください。施術料はマイナポータルへの自動
記載がないため、医療費控除を受ける際や、健保組合から
確認させていただく際に必要となります※。

同じけがについて保険医療機関と重複して接骨院等を利用している場合は、接骨院等の施術
に健康保険は使えません。ほかの接骨院等で同じけがの施術を受けている場合も同様です。

※�健康保険を使って接骨院等の施術を受けた方に、後日、健保組合から施術内容等を確認させていただく場合があります。みな
さまのご理解とご協力をお願いいたします。

　接骨院等で柔道整復師による施術を受けた場合は、保険医療機関と異なり、健康保険の対象となる場
合と、ならない場合があります。誤って健康保険を使った場合は、あとから全額自己負担になることがあ
りますので、正しい利用法を知っておきましょう。

打　撲 捻　挫

骨　折 脱　臼

挫傷（肉離れなど）

https://douga.hfc.jp/imfine/
iryouhi/26spring01.html

解説動画はコチラ

※�前年に接骨院等で長期間施術を受けた方に、受療内容の確認と正しいご利用のお願いを記載
した文書を3月に発送しました。お受け取りになった方は、内容をご確認ください。
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